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    競 争 参 加 者 の 資 格 に 関 す る 公 示  

 

  令 和 ３ ・ ４ 年 度 に お い て 財 務 省 関 係 機 関 （ 財 務

省 本 省 ・ 財 務 （ 支 ） 局 ・ 税 関 ・ 国 税 庁 ・ 国 税 局 ）

の 競 争 契 約 の 参 加 資 格 を 得 よ う と す る 者 の 申 請 方

法 等 に つ い て 、 次 の と お り 公 示 す る 。  

 令 和 ２ 年 10 月 30 日  

       審 査 部 局 長  

       北 海 道 財 務 局 長    谷 口  眞 司  

       東 北 財 務 局 長      原 田  健 史  

     関 東 財 務 局 長      古 谷  雅 彦  

北 陸 財 務 局 長        庄 市  

東 海 財 務 局 長      水 口   純  

近 畿 財 務 局 長      奥   達 雄  

中 国 財 務 局 長      金 森  正 樹  

四 国 財 務 局 長      柳 町  勝 彦  

九 州 財 務 局 長     大 津  俊 哉  

福 岡 財 務 支 局 長    小 原  広 之  

◎ 調 達 機 関 番 号  015  

◎ 所 在 地 番 号  01 、 04 、 11 、 17 、 23 、 27 、 34 、 37 、  

40 、 43  

１  契 約 の 種 類 及 び 業 種 の 区 分  

競 争 参 加 資 格 を 得 よ う と す る 者 の 契 約 の 種

類 及 び 調 達 さ れ る サ ー ビ ス の 業 種 の 区 分 は 次

の と お り と す る 。  

〔 掲 載 の 順 序  契 約 の 種 類 ： 業 種 の 区 分 〕  

(1) 建 設 工 事 （ 総 合 建 設 工 事 ） ：  

      １  土 木 一 式 工 事  ２  建 築 一 式 工 事  

(2) 建 設 工 事 （ 総 合 建 設 工 事 以 外 の 工 事 ） ：  

     １  大 工 工 事  ２  左 官 工 事  ３  と び ・ 土  

工 ・ コ ン ク リ ー ト 工 事  ４  石 工 事  ５  屋  

根 工 事  ６  電 気 工 事  ７  管 工 事  ８  タ  
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イ ル ・ れ ん が ・ ブ ロ ッ ク 工 事  ９  鋼 構 造 物  

工 事  10  鉄 筋 工 事  11  舗 装 工 事  12  し  

ゅ ん せ つ 工 事  13  板 金 工 事  14  ガ ラ ス 工  

事  15  塗 装 工 事  16  防 水 工 事  17  内 装  

仕 上 工 事  18  機 械 器 具 設 置 工 事  19  熱 絶  

縁 工 事  20  電 気 通 信 工 事  21  造 園 工 事   

22  さ く 井 工 事  23  建 具 工 事  24  水 道 施  

設 工 事  25  消 防 施 設 工 事  26  清 掃 施 設 工  

事  27  解 体 工 事  28  そ の 他  

(3) 測 量 ・ 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 等 ：  

      １  測 量  ２  建 築 士 事 務 所  ３  建 設 コ ン  

サ ル タ ン ト  ４  地 質 調 査  ５  補 償 コ ン サ  

ル タ ン ト  ６  土 地 家 屋 調 査  ７  計 量 証 明  

８  そ の 他  

 

２  申 請 の 時 期  

 (1)  定 期 の 申 請 に あ っ て は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト の

使 用 （ 郵 送 及 び 持 参 の 原 則 廃 止 ） に よ り 令 和

２ 年 12 月 １ 日 か ら 令 和 ３ 年 １ 月 15 日 ま で に 、

別 記 １ の ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス へ ア ク セ ス し

て 、 申 請 用 デ ー タ を 送 信 す る こ と と す る 。  

た だ し 、 ９ (3) に 掲 げ る 場 合 の 申 請 に つ い て

は 、 令 和 ２ 年 12 月 １ 日 か ら 令 和 ３ 年 １ 月 15 日

ま で （ 当 日 消 印 有 効 ） の 間 に 、 そ れ ぞ れ 別 記

２ に 掲 げ る 提 出 場 所 に 郵 送 （ た だ し 、 書 留 郵

便 と す る 。） す る も の と す る 。  

 (2)  随 時 の 申 請 時 期 は 、 上 記 期 間 以 降 随 時 に 、

別 記 ２ に 掲 げ る 申 請 者 の 本 店 所 在 地 の 区 分 に

応 じ 、 そ れ ぞ れ 別 記 ２ に 掲 げ る 提 出 場 所 に お

い て 、 原 則 と し て 郵 送 に よ る 申 請 を 受 け 付 け

る が 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 以 降 の 入 札 に 間 に 合

わ な い 場 合 も あ る の で 、 留 意 す る こ と 。  
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３  申 請 の 方 法  

(1)  申 請 書 の 入 手 方 法   

  ①  イ ン タ ー ネ ッ ト に よ る 申 請  

(a)  契 約 の 種 類  建 設 工 事  

     別 記 １ の ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス へ の ア

ク セ ス に よ り 、 令 和 ２ 年 11 月 ２ 日 か ら 令

和 ２ 年 12 月 28 日 ま で の 間 に パ ス ワ ー ド を

請 求 し 、 入 手 し た パ ス ワ ー ド を 用 い て 令

和 ２ 年 11 月 ２ 日 か ら 令 和 ３ 年 １ 月 15 日 ま

で の 間 に 得 る も の と す る 。  

(b)  契 約 の 種 類  測 量 ・ 建 設 コ ン サ ル タ ン

ト 等  

     別 記 １ の ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス へ の ア

ク セ ス に よ り 、 令 和 ２ 年 11 月 ２ 日 か ら 令

和 ２ 年 12 月 28 日 ま で の 間 に パ ス ワ ー ド を

請 求 し 、 入 手 し た パ ス ワ ー ド を 用 い て 令

和 ２ 年 11 月 ２ 日 か ら 令 和 ３ 年 １ 月 15 日 ま

で の 間 に 得 る も の と す る 。  

     た だ し 、 パ ス ワ ー ド の 請 求 に 当 た っ て

は 、 別 記 １ の ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス に ア

ク セ ス し 、 パ ス ワ ー ド 発 行 申 請 時 に 表 示

さ れ る 「 添 付 書 類 等 届 出 書 」 を 印 刷 し た

も の に (3) ② の (d) か ら (g) ま で に 掲 げ る 書 類

を 添 付 し 、 別 記 ４ に 掲 げ る 送 付 先 に 郵 送

す る も の と す る 。 （ (f) に 掲 げ る 書 類 に つ

い て は 、 郵 送 に 代 え て 別 記 １ の ホ ー ム ペ

ー ジ ア ド レ ス か ら 電 子 納 税 証 明 書 を 送 信

す る こ と も 可 と す る 。 )  

②  郵 送 に よ る 申 請  

各 財 務 （ 支 ） 局 所 定 の 「 一 般 競 争 （ 指 名

競 争 ） 参 加 資 格 審 査 申 請 書 （ 建 設 工 事 ) 」
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及 び 「 一 般 競 争 （ 指 名 競 争 ） 参 加 資 格 審 査

申 請 書 （ 測 量 ・ 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 等 ) 」

を 、 各 財 務 ( 支 ) 局 ホ ー ム ペ ー ジ に ア ク セ

ス し て 取 得 す る も の と す る 。  

(2)  申 請 書 の 提 出 方 法  

①  イ ン タ ー ネ ッ ト に よ る 申 請  

(a)  契 約 の 種 類  建 設 工 事  

イ ン タ ー ネ ッ ト を 使 用 し て 建 設 工 事 の

競 争 参 加 資 格 を 申 請 す る 者 は 、 令 和 ２ 年

12 月 １ 日 か ら 令 和 ３ 年 １ 月 15 日 ま で の 間

に 別 記 １ の ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス へ ア ク

セ ス し 、 (1) ① (a) に よ り 入 手 し た パ ス ワ ー

ド を 用 い て 作 成 し た 申 請 用 デ ー タ を 送 信

す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 添

付 書 類 と し て 国 税 通 則 法 施 行 規 則 （ 昭 和

37 年 大 蔵 省 令 第 28 号 ） 別 紙 第 ９ 号 書 式 納

税 証 明 書 ( そ の ３ ）、 納 税 証 明 書 （ そ の ３

の ２ ）、 又 は 納 税 証 明 書 （ そ の ３ の ３ ）

（ 以 下 「 納 税 証 明 書 そ の ３ 等 」 と い う 。）

の い ず れ か に 掲 げ る 書 類 、 (3) ①  (a) た だ し

書 き に 該 当 す る 場 合 は 当 該 事 実 を 証 明 す

る 書 類 を 別 記 ５ に 掲 げ る 送 付 先 に フ ァ ク

シ ミ リ に よ り 送 信 す る も の と す る 。 （ た

だ し 、 別 記 １ の ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス か

ら 電 子 納 税 証 明 書 を 送 信 す る 場 合 を 除

く 。）  

な お 、 添 付 書 類 中 の 「 写 し 」 と は 、 原

本 書 類 と 原 寸 大 で あ り 、 か つ 、 鮮 明 で あ

る も の の み を 有 効 な 添 付 書 類 と す る ほ か 、

集 中 受 付 期 間 内 に 「 納 税 証 明 書 そ の ３

等 」 が 送 信 さ れ な い 場 合 に は 、 送 信 さ れ

た 申 請 用 デ ー タ は 受 理 で き な か っ た も の
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と す る 。  

(b)  契 約 の 種 類  測 量 ・ 建 設 コ ン サ ル タ ン

ト 等  

イ ン タ ー ネ ッ ト を 使 用 し て 測 量 ・ 建 設

コ ン サ ル タ ン ト 等 の 競 争 参 加 資 格 を 申 請

す る 者 は 、 令 和 ２ 年 12 月 １ 日 か ら 令 和 ３

年 １ 月 15 日 ま で の 間 に 別 記 １ の ホ ー ム ペ

ー ジ ア ド レ ス へ ア ク セ ス し 、 (1) ① (b) に よ

り 入 手 し た パ ス ワ ー ド を 用 い て 作 成 し た

申 請 用 デ ー タ を 送 信 す る も の と す る 。  

②  郵 送 に よ る 申 請  

各 財 務 （ 支 ） 局 単 位 で 付 与 す る 競 争 参 加

資 格 は 、 各 財 務 （ 支 ） 局 が 管 轄 す る 区 域 内

に お け る 財 務 省 関 係 機 関 に 対 し て 有 効 な も

の と な る の で 、 郵 送 （ た だ し 、 書 留 郵 便 と

す る 。） に よ る 申 請 者 （ 建 設 工 事 の 申 請 者 が

経 常 建 設 共 同 企 業 体 で あ る 場 合 に お い て は 、

そ の 代 表 者 ） は 、 申 請 書 に 郵 送 に よ る 申 請

の 添 付 書 類 を 添 付 し た 上 で 、 希 望 す る 区 域

内 の 別 記 ２ に 掲 げ る 提 出 場 所 の う ち の い ず

れ か １ か 所 に 提 出 す る こ と と す る 。  

 (3)  郵 送 に よ る 申 請 の 添 付 書 類  

①  契 約 の 種 類  建 設 工 事  

 (a)  建 設 業 法 施 行 規 則 （ 昭 和 24 年 建 設 省 令

第 14 号 ） 第 21 条 の ４ に 規 定 す る 総 合 評 定

値 通 知 書 の 写 し （ 雇 用 保 険 、 健 康 保 険 、

厚 生 年 金 保 険 の 加 入 状 況 が い ず れ も 「 加

入 」 又 は 「 適 用 除 外 」 と な っ て い る も の

に 限 る 。 た だ し 、 当 該 通 知 書 に お い て 雇

用 保 険 、 健 康 保 険 又 は 厚 生 年 金 保 険 の 加

入 状 況 が 「 未 加 入 」 で あ っ た 後 に 当 該 保

険 の 加 入 状 況 が 「 加 入 」 又 は 「 適 用 除
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外 」 と な っ た も の は 、 総 合 評 定 値 通 知 書

の 写 し の ほ か 、 そ れ ぞ れ の 当 該 事 実 を 証

明 す る 書 類 ）  

   (b)  工 事 経 歴 書  

   (c)  営 業 所 一 覧 表  

   (d)  納 税 証 明 書 そ の ３ 等 又 は そ の 写 し  

(e)  建 設 共 同 企 業 体 協 定 書 の 写 し （ 経 常 建

設 共 同 企 業 体 に よ る 場 合 に 限 る 。）  

(f)  適 格 組 合 証 明 書 の 写 し （ 官 公 需 適 格 組

合 に よ る 場 合 に 限 る 。）  

(g)  企 業 集 団 及 び 企 業 集 団 に つ い て の 数 値

等 認 定 書 の 写 し （ グ ル ー プ 経 営 事 項 審 査

の 結 果 に よ る 場 合 に 限 る 。）  

(h)  企 業 集 団 及 び 企 業 集 団 に 属 す る 建 設 業

者 に つ い て の 数 値 認 定 書 の 写 し ( 持 株 会

社 化 経 営 事 項 審 査 の 結 果 に よ る 場 合 に 限

る 。）  

(i)  合 併 等 に 係 る 契 約 書 の 写 し （ 合 併 等 に

よ り 新 た に 設 立 さ れ た 会 社 等 に よ る 場 合

に 限 る 。）  

な お 、 「 物 品 の 製 造 ・ 販 売 業 者 等 の う ち 、

『 畳 工 事 』、 『 厨 房 工 事 』、 『 衛 生 施 設 等 の 工

事 』 に 準 ず る 行 為 を 行 う 者 」 又 は 「 建 設 業

法 （ 昭 和 24 年 法 律 第 100 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 た

だ し 書 の 規 定 に よ り 建 設 業 者 と み な さ れ る

者 」 に つ い て は 、 (a) の 書 類 に 代 え て 、 次 の

(j) ～ (k) の 書 類 を 添 付 す る も の と す る 。  

(j)  登 記 事 項 証 明 書 又 は そ の 写 し （ 法 人 の

場 合 ）  

(k)  財 務 諸 表 類 （ 直 前 ２ 年 度 分 ）  

令 和 元 ・ ２ 年 度 に お い て 競 争 参 加 資 格 の

等 級 決 定 を 受 け て い る 建 設 業 者 で 、 会 社 更
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生 法 （ 平 成 14 年 法 律 第 154 号 ） に 基 づ く 更 生

手 続 開 始 の 決 定 を 受 け た 者 及 び 民 事 再 生 法

（ 平 成 11 年 法 律 第 225 号 ） に 基 づ く 再 生 手 続

開 始 の 決 定 を 受 け た 者 の う ち 、 更 生 手 続 及

び 再 生 手 続 き （ 以 下 「 更 生 手 続 等 」 と い

う 。） の 開 始 の 決 定 以 後 に 再 度 の 競 争 参 加 資

格 の 申 請 を 行 う 者 に つ い て は 、 次 の (l) ～ (n)

の 書 類 を 合 わ せ て 添 付 す る も の と す る 。  

(l)  更 生 手 続 等 開 始 の 決 定 書 の 写 し  

(m)  貸 借 対 照 表 及 び 損 益 計 算 書  

(n)  更 生 手 続 等 開 始 の 決 定 時 以 降 に 定 款 、

役 員 等 の 変 更 が あ っ た 場 合 は 、 当 該 変 更

を 証 明 す る 書 類  

②  契 約 の 種 類  測 量 ・ 建 設 コ ン サ ル タ ン ト  

等  

   (a)  測 量 等 実 績 調 書  

   (b)  技 術 者 経 歴 書  

(c)  営 業 所 一 覧 表  

   (d)  登 記 事 項 証 明 書 又 は そ の 写 し （ 法 人 の

場 合 ）  

   (e)  登 録 証 明 書 等 又 は そ の 写 し （ 各 種 登 録

規 程 等 法 令 に 基 づ き 登 録 等 を 受 け て い る

こ と を 証 明 す る 書 類 ）  

   (f)  納 税 証 明 書 そ の ３ 等 又 は そ の 写 し  

   (g)  財 務 諸 表 類 （ 直 前 １ 年 度 分 ）  

［ 注 ］  

申 請 者 が 次 に 掲 げ る 者 で あ る と き は 、

そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 書 類 を も っ て (d) 及 び

(e) に 掲 げ る 書 類 並 び に (b) 及 び (g) に 掲 げ る

書 類 又 は こ れ ら に 準 ず る 書 類 に 代 え る こ

と が で き る 。  

     イ  測 量 業 者 （ 測 量 法 （ 昭 和 24 年 法 律
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第 188 号 ） 第 55 条 の ５ 第 １ 項 の 規 定 に

よ り 測 量 業 者 と し て 登 録 を 受 け た 者

を い う 。）  

        測 量 法 第 55 条 の ８ に 規 定 す る 書 類

の 写 し  

     ロ  建 設 コ ン サ ル タ ン ト 登 録 業 者 （ 建

設 コ ン サ ル タ ン ト 登 録 規 程 （ 昭 和 52

年 建 設 省 告 示 第 717 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項

に 規 定 す る 登 録 簿 に 登 録 を 受 け た 者

を い う 。）  

建 設 コ ン サ ル タ ン ト 登 録 規 程 第 ７

条 第 １ 項 に 規 定 す る 現 況 報 告 書 の 写

し  

     ハ  地 質 調 査 登 録 業 者 （ 地 質 調 査 業 者

登 録 規 程 （ 昭 和 52 年 建 設 省 告 示 第 718

号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 登 録 簿

に 登 録 を 受 け た 者 を い う 。）  

       地 質 調 査 業 者 登 録 規 程 第 ７ 条 第 １

項 に 規 定 す る 現 況 報 告 書 の 写 し  

 ニ  補 償 コ ン サ ル タ ン ト 登 録 業 者 （ 補

償 コ ン サ ル タ ン ト 登 録 規 程 （ 昭 和 59

年 建 設 省 告 示 第 1341 号 ） 第 ２ 条 第 １

項 に 規 定 す る 登 録 簿 に 登 録 を 受 け た

者 を い う 。）  

       補 償 コ ン サ ル タ ン ト 登 録 規 程 第 ７

条 第 １ 項 に 規 定 す る 現 況 報 告 書 の 写

し  

(4)  申 請 書 等 の 作 成 に 用 い る 言 語 等  

  ①  申 請 書 及 び 財 務 諸 表 は 、 日 本 語 で 作 成 す

る こ と 。 な お 、 そ の 他 の 書 類 で 外 国 語 に よ

り 記 載 し た も の は 、 日 本 語 の 訳 文 を 付 記 し 、

又 は 添 付 す る こ と 。  
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②  添 付 書 類 の う ち 金 額 欄 に つ い て は 、 出 納

官 吏 事 務 規 程 ( 昭 和 22 年 大 蔵 省 令 第 95 号 )

第 16 条 に 規 定 す る 外 国 貨 幣 換 算 率 に よ り 日

本 国 通 貨 に 換 算 し 、 記 載 す る こ と 。  

 

４  競 争 に 参 加 す る こ と が で き な い 者  

 (1)  予 算 決 算 及 び 会 計 令 （ 昭 和 22 年 勅 令 第 165

号 ） 第 70 条 に 該 当 す る 者  

 (2)  次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と 認 め ら れ る 者 で

そ の 事 実 が あ っ た 後 ２ 年 を 経 過 し て い な い 者

（ こ れ を 代 理 人 、 支 配 人 そ の 他 の 使 用 人 と し

て 使 用 す る 者 を 含 む 。）  

①  契 約 の 履 行 に 当 た り 故 意 に 工 事 若 し く は

製 造 を 粗 雑 に し 、 又 は 物 件 の 品 質 若 し く は

数 量 に 関 し て 不 正 の 行 為 を し た 者  

②  公 正 な 競 争 の 執 行 を 妨 げ た 者 又 は 公 正 な

価 格 を 害 し 若 し く は 不 正 の 利 益 を 得 る た め

に 連 合 し た 者  

③  落 札 者 が 契 約 を 結 ぶ こ と 又 は 契 約 者 が 契

約 を 履 行 す る こ と を 妨 げ た 者  

④  監 督 又 は 検 査 の 実 施 に 当 た り 職 員 の 職 務

の 執 行 を 妨 げ た 者  

⑤  正 当 な 理 由 が な く て 契 約 を 履 行 し な か っ

た 者  

⑥  一 般 競 争 （ 指 名 競 争 ） 参 加 資 格 審 査 申 請

書 若 し く は 添 付 書 類 又 は 資 格 審 査 用 デ ー タ

中 の 資 格 決 定 に 関 す る 重 要 な 事 項 に つ い て

虚 偽 の 記 載 を し 、 又 は 重 要 な 事 実 に つ い て

記 載 を し な か っ た 者  

(3)  建 設 工 事 に 係 る 競 争 に つ い て は 、 次 の 各 号

の 一 に 該 当 す る 者  

①  建 設 業 法 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 許 可 及 び 同
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法 第 27 条 の 23 第 ２ 項 に 規 定 す る 経 営 事 項 審

査 （ 定 期 の 一 般 競 争 （ 指 名 競 争 ） 参 加 資 格

の 審 査 の 申 請 に あ っ て は 告 示 （ 平 成 20 年 国

土 交 通 省 告 示 第 85 号 を い う 。 以 下 同 じ 。） 第

一 の 一 の ２ に 規 定 す る 審 査 基 準 日 が 平 成 30

年 10 月 29 日 よ り 後 の も の 、 随 時 の 一 般 競 争

（ 指 名 競 争 ） 参 加 資 格 の 審 査 の 申 請 に あ っ

て は 告 示 第 一 の 一 の ２ に 規 定 す る 審 査 基 準

日 が 申 請 を す る 日 の １ 年 ７ 月 前 の 日 以 後 の

も の 。 （ た だ し 、 経 営 事 項 審 査 の 総 合 評 定

値 通 知 書 の 雇 用 保 険 、 健 康 保 険 及 び 厚 生 年

金 保 険 の 加 入 状 況 が い ず れ も 「 加 入 」 又 は

「 適 用 除 外 」 と な っ て い る も の に 限 る （ 当

該 通 知 書 に お い て 雇 用 保 険 、 健 康 保 険 又 は

厚 生 年 金 保 険 の 加 入 状 況 が 「 未 加 入 」 で あ

っ た 後 に 当 該 保 険 の 加 入 状 況 が 「 加 入 」 又

は 「 適 用 除 外 」 と な っ た も の で そ れ ぞ れ 当

該 事 実 を 証 明 す る 書 類 を 併 せ て 提 出 で き る

場 合 を 除 く 。）。） を 受 け て い な い 者 （ た だ し 、

「 物 品 の 製 造 ・ 販 売 業 者 等 の う ち 、 『 畳 工

事 』、 『 厨 房 工 事 』、 『 衛 生 施 設 等 の 工 事 』 に

準 ず る 行 為 を 行 う 者 」 又 は 「 建 設 業 法 第 ３

条 第 １ 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 建 設 業 者 と

み な さ れ る 者 」 に つ い て は 除 く 。）  

  ②  ① に 記 載 す る 審 査 を 受 け て い る 者 の う ち 、

３ (2) に 掲 げ る い ず れ か の 方 法 に よ っ て 申 請

を 行 う 場 合 に お い て 、 建 設 業 法 施 行 規 則 第

21 条 の ４ に 規 定 す る 総 合 評 定 値 通 知 を 受 け

て い な い 者  

(4)  測 量 ・ 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 等 に 係 る 競 争 に

つ い て は 、 営 業 に 関 し 法 律 上 必 要 な 資 格 を 有

し な い 者  
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５  競 争 参 加 者 の 資 格 及 び そ の 審 査  

(1)  競 争 に 参 加 で き る 者 の 資 格 審 査 は 、 別 記 ２

の 窓 口 に お い て 閲 覧 に 供 す る 付 与 数 値 表 の 項

目 ご と の 実 数 に 基 づ き 付 与 数 値 を 算 定 し 、 そ

の 合 計 点 を も っ て 行 う も の と す る 。  

(2)  競 争 に 参 加 で き る 者 の 資 格 は 、 上 記 (1) の 合

計 点 に よ り 別 記 ３ の 区 分 (1) に 基 づ い て 格 付 け

を す る 。  

(3)  競 争 に 付 そ う と す る 契 約 の 予 定 価 格 が 、 別

記 ３ に 掲 げ る 範 囲 （ 別 記 ３ の １ ～ ３ の (2) を い

う 。） に 該 当 す る 競 争 に 参 加 す る た め に は 、 原

則 と し て 、 別 記 ３ に 掲 げ る 等 級 に 格 付 け さ れ

て い る こ と を 要 す る も の と す る 。  

 

６  資 格 審 査 結 果 の 通 知  

「 等 級 決 定 通 知 書 」 に よ り 通 知 （ 郵 送 ） す る 。  

 

７  資 格 の 有 効 期 間 及 び 更 新 手 続  

(1) 競 争 参 加 資 格 の 有 効 期 間 は 、 資 格 を 付 与 さ  

れ た 日 か ら 令 和 ５ 年 ３ 月 31 日 ま で と す る 。  

(2) 有 効 期 間 の 更 新 手 続  上 記 (1) の 有 効 期 間 の  

更 新 を 希 望 す る 者 は 、 令 和 ４ 年 度 中 に 令 和

５ ・ ６ 年 度 の 資 格 審 査 の 公 示 を 予 定 し て い る

の で 、 当 該 公 示 に 基 づ き 申 請 書 類 を 提 出 す る

こ と 。  

 

８  競 争 参 加 資 格 を 有 す る 者 の 名 簿 の 閲 覧 先  

別 記 ２ の 申 請 書 の 提 出 場 所 に 同 じ 。  

 

９  そ の 他  

(1)  申 請 書 類 （ 契 約 の 種 類 ： 建 設 工 事 及 び 測 量
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等 ） を 提 出 し 、 決 定 さ れ た 資 格 は 、 申 請 書 を

提 出 し た 財 務 （ 支 ） 局 が 管 轄 す る 地 域 内 の 複

数 の 財 務 省 関 係 機 関 （ 財 務 省 本 省 ・ 財 務

( 支 ) 局 ・ 税 関 ・ 国 税 庁 ・ 国 税 局 ） に 対 し て  

有 効 で あ る 。  

(2)  一 の 地 区 の 財 務 省 関 係 機 関 に 申 請 書 類 を 提

出 し た 者 で 、 他 の 地 区 の 財 務 省 関 係 機 関 に お

い て も 資 格 を 得 よ う と す る 者 は 、 申 請 書 類 の

提 出 に 代 え 「 一 般 競 争 （ 指 名 競 争 ） 参 加 資 格

者 名 簿 登 録 申 請 書 」 及 び 「 等 級 決 定 通 知 書

（ 写 ）」 を 提 出 す れ ば よ い も の と す る 。  

(3)  イ ン タ ー ネ ッ ト の 使 用 に よ り 申 請 が で き な

い 場 合  

  次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に は 、 イ ン タ ー ネ ッ

ト の 使 用 に よ り 申 請 が で き な い も の と す る 。  

 ① 契 約 の 種 類  建 設 工 事  

(a)  申 請 者 が 建 設 業 法 第 ３ 条 の 規 定 に よ る

許 可 及 び 同 法 第 27 条 の 23 に 規 定 す る 経 営

事 項 審 査 を 受 け て い な い 場 合  

(b)  申 請 者 が 競 争 参 加 資 格 申 請 の 直 前 に 通

知 を 受 け た 経 営 事 項 審 査 の 審 査 基 準 日 が

平 成 30 年 10 月 29 日 よ り 後 の も の で な い 場

合 。 さ ら に 、 再 審 査 を 含 め て 改 正 告 示 に

よ り 改 正 さ れ た 基 準 に よ る 経 営 事 項 審 査

の 総 合 評 定 値 の 通 知 を 受 け て い な い 場 合  

(c)  申 請 者 が 経 常 建 設 共 同 企 業 体 と し て 申

請 す る 場 合  

(d)  事 業 協 同 組 合 で 特 例 計 算 を 希 望 す る 場

合  

(e)  協 業 組 合 ・ 企 業 組 合 で 一 定 の 組 合 員 に

関 す る 書 類 を 提 出 す る 場 合  

(f)  合 併 会 社 又 は 合 併 と 同 等 と 見 な し 得 る
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営 業 譲 渡 を 受 け た 会 社 で 、 新 た に 申 請 を

行 う 場 合 （ 合 併 等 の 後 、 既 に 再 認 定 を 受

け て い る 場 合 は 除 く 。）  

(g)  申 請 者 が 会 社 更 生 法 に 基 づ く 更 生 手 続

開 始 決 定 又 は 民 事 再 生 法 に 基 づ く 再 生 手

続 開 始 決 定 を 受 け た 者 で 、 競 争 参 加 資 格

の 再 認 定 を 受 け て い な い 場 合  

  (h)  申 請 者 が グ ル ー プ 経 営 事 項 審 査 又 は 持

株 会 社 化 経 営 事 項 審 査 を 受 け て い る 場 合  

 ② 契 約 の 種 類  測 量 ・ 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 等  

申 請 者 が 会 社 更 生 法 に 基 づ く 更 生 手 続 開

始 決 定 又 は 民 事 再 生 法 に 基 づ く 再 生 手 続 開

始 決 定 を 受 け た 者 で 、 競 争 参 加 資 格 の 再 認

定 を 受 け て い な い 場 合  

(4) 一 の 発 注 機 関 に お い て 、 同 一 業 種 内 で の 経  

常 建 設 共 同 企 業 体 の 登 録 申 請 及 び そ の 構 成 員

が 単 体 企 業 と し て 行 う 登 録 申 請 に つ い て は 、

同 時 登 録 を 認 め な い （ 経 常 建 設 共 同 企 業 体 と

し て 登 録 を 希 望 し な い 業 種 に つ い て は 、 各 単

体 企 業 と し て の 登 録 は 可 能 。）。  

 

10  新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に 係 る 一 般 競 争 参  

加 資 格 審 査 の 特 例  

(1) 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 （ 新 型 イ ン フ ル  

エ ン ザ 等 対 策 特 別 措 置 法 （ 平 成 24 年 法 律 第 31

号 ） 附 則 第 １ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 新 型 コ

ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 を い う 。 以 下 同 じ 。） 及 び

そ の ま ん 延 防 止 の た め の 措 置 の 影 響 を 受 け た

建 設 業 者 で あ っ て 、 事 業 年 度 が 令 和 元 年 10 月

29 日 か ら 令 和 ２ 年 ６ 月 30 日 ま で の 間 に 終 了 す

る も の に つ い て の 令 和 ３ 年 １ 月 31 日 ま で の 間

に お け る ４ (3) ① の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 ４
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(3) ① 中 「 申 請 を す る 日 の １ 年 ７ 月 前 の 日 」 と

あ る の は 、 「 平 成 30 年 10 月 29 日 」 と す る 。  

(2) 申 請 者 が 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 影  

響 等 に よ り 国 税 の 猶 予 制 度 （ 国 税 通 則 法 （ 昭

和 37 年 法 律 第 66 号 ） に 基 づ く 納 税 の 猶 予 、 国

税 徴 収 法 （ 昭 和 34 年 法 律 第 147 号 ） に 基 づ く 換

価 の 猶 予 又 は 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 等 の

影 響 に 対 応 す る た め の 国 税 関 係 法 律 の 臨 時 特

例 に 関 す る 法 律 （ 令 和 ２ 年 法 律 第 25 号 ） に 基

づ く 特 例 猶 予 を い う 。 以 下 同 じ 。） の 適 用 を 受

け た た め 、 ３ (2) ① (a) 、 ３ (3) ① (d) 又 は ３ (3) ② (f) 

に 掲 げ る 納 税 証 明 書 そ の ３ 等 又 は そ の 写 し を

提 出 で き な い 場 合 は 、 当 該 書 類 に 代 え て 、 猶

予 制 度 の 適 用 を 受 け て い る こ と を 示 す 書 類 の

写 し を 申 請 書 に 添 付 す る も の と す る 。  

 

 

別 記 １  競 争 参 加 資 格 審 査 申 請 用 イ ン タ ー ネ ッ ト

受 付 専 用 ホ ー ム ペ ー ジ Ｕ Ｒ Ｌ  

  １  建 設 工 事  

      https://www.pqr.mlit.go.jp/  

２  測 量 ・ 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 等               

         https://www.pqrc.mlit.go.jp/  

 

別 記 ２  申 請 書 の 提 出 場 所  

〔 掲 載 順 序  (1) 都 道 府 県 名  (2) 提 出 場 所  (3)

所 在 地 〕  

１  北 海 道 地 区 （ 北 海 道 財 務 局 管 轄 区 域 ）  

 (1)  北 海 道  

(2) 北 海 道 財 務 局 管 財 部 第 １ 統 括 国 有 財 産 管 理  

 官  

  (3) 〒 060 － 8579 札 幌 市 北 区 北 8 条 西 ２ 丁 目  
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     札 幌 第 １ 合 同 庁 舎  

  (2) 函 館 財 務 事 務 所 管 財 課  

  (3) 〒 041 － 0806 函 館 市 美 原 ３ 丁 目 ４ － ４  

     函 館 第 ２ 地 方 合 同 庁 舎  

  (2) 旭 川 財 務 事 務 所 管 財 課  

  (3) 〒 078 － 8503 旭 川 市 宮 前 １ － ３ － ３ － 15  

   旭 川 地 方 合 同 庁 舎  

  (2) 釧 路 財 務 事 務 所 管 財 課  

  (3) 〒 085 － 8649 釧 路 市 幸 町 10 － ３  

     釧 路 地 方 合 同 庁 舎  

  (2) 帯 広 財 務 事 務 所 管 財 課  

  (3) 〒 080 － 0015 帯 広 市 西 ５ 条 南 ８ 丁 目  

   帯 広 第 ２ 地 方 合 同 庁 舎  

  (2) 北 海 道 財 務 局 小 樽 出 張 所 管 財 課  

  (3) 〒 047 － 0007 小 樽 市 港 町 ５ － ２  

     小 樽 地 方 合 同 庁 舎  

  (2) 北 海 道 財 務 局 北 見 出 張 所 管 財 課  

  (3) 〒 090 － 0018 北 見 市 青 葉 町 ６ － ８  

   北 見 地 方 合 同 庁 舎  

 

２  東 北 地 区 （ 東 北 財 務 局 管 轄 区 域 ）  

(1)  青 森 県  

  (2) 青 森 財 務 事 務 所 総 務 課 経 理 係  

  (3) 〒 030 － 8577 青 森 市 新 町 ２ － ４ － 25  

     青 森 合 同 庁 舎  

 (1)  岩 手 県  

(2) 盛 岡 財 務 事 務 所 総 務 課 経 理 係  

(3) 〒 020 － 0023 盛 岡 市 内 丸 ７ － 25  

   盛 岡 合 同 庁 舎  

 (1)  宮 城 県  

(2) 東 北 財 務 局 総 務 部 会 計 課 経 理 係  

(3) 〒 980 － 8436 仙 台 市 青 葉 区 本 町 ３ － ３ － １  
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   仙 台 合 同 庁 舎 Ｂ 棟  

 (1)  秋 田 県  

  (2) 秋 田 財 務 事 務 所 総 務 課 経 理 係  

  (3) 〒 010 － 0951 秋 田 市 山 王 ７ － １ － ４  

   秋 田 第 ２ 合 同 庁 舎  

 (1)  山 形 県  

  (2) 山 形 財 務 事 務 所 総 務 課 経 理 係  

  (3) 〒 990 － 0041 山 形 市 緑 町 ２ － 15 － ３  

   山 形 第 ２ 地 方 合 同 庁 舎  

 (1)  福 島 県  

  (2) 福 島 財 務 事 務 所 総 務 課 経 理 係  

  (3) 〒 960 － 8018 福 島 市 松 木 町 13 － ２  

 

３  関 東 地 区 （ 関 東 財 務 局 管 轄 区 域 ）  

 (1)  茨 城 県  

  (2) 水 戸 財 務 事 務 所 総 務 課 経 理 係  

  (3) 〒 310 － 8566 水 戸 市 北 見 町 １ － ４  

 (1)  栃 木 県  

  (2) 宇 都 宮 財 務 事 務 所 総 務 課 経 理 係  

  (3) 〒 320 － 8532 宇 都 宮 市 桜 ３ － １ － 10  

 (1)  群 馬 県  

  (2) 前 橋 財 務 事 務 所 総 務 課 経 理 係  

  (3) 〒 371 － 0026 前 橋 市 大 手 町 ２ － ３ － １  

       前 橋 地 方 合 同 庁 舎  

 (1)  埼 玉 県  

  (2) 関 東 財 務 局 総 務 部 会 計 課 契 約 係  

  (3) 〒 330 － 9716 さ い た ま 市 中 央 区 新 都 心 １ － １  

さ い た ま 新 都 心 合 同 庁 舎 １ 号 館  

 (1)  千 葉 県  

  (2) 千 葉 財 務 事 務 所 総 務 課 経 理 係  

  (3) 〒 260 － 8607 千 葉 市 中 央 区 椿 森 ５ － ６ － １  

 (1)  東 京 都  
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  (2) 東 京 財 務 事 務 所 総 務 課 経 理 係  

  (3) 〒 113 － 8553 文 京 区 湯 島 ４ － ６ － 15  

       湯 島 地 方 合 同 庁 舎  

 (1)  神 奈 川 県  

  (2) 横 浜 財 務 事 務 所 総 務 課 経 理 係  

  (3) 〒 231 － 8412 横 浜 市 中 区 北 仲 通 ５ － 57  

   横 浜 第 ２ 合 同 庁 舎  

 (1)  新 潟 県  

  (2) 新 潟 財 務 事 務 所 総 務 課 経 理 係  

  (3) 〒 950 － 8623 新 潟 市 中 央 区 美 咲 町 １ － ２ － １  

新 潟 美 咲 合 同 庁 舎 ２ 号 館  

 (1)  山 梨 県  

  (2) 甲 府 財 務 事 務 所 総 務 課 経 理 係  

  (3) 〒 400 － 0031 甲 府 市 丸 の 内 １ － １ － 18  

   甲 府 合 同 庁 舎  

 (1)  長 野 県  

  (2) 長 野 財 務 事 務 所 総 務 課 経 理 係  

  (3) 〒 380 － 0846 長 野 市 旭 町 1108  

       長 野 第 ２ 合 同 庁 舎  

 

４  北 陸 地 区 （ 北 陸 財 務 局 管 轄 区 域 ）  

 (1)  富 山 県  

  (2) 富 山 財 務 事 務 所 総 務 課 経 理 係  

  (3) 〒 930 － 8554 富 山 市 丸 の 内 １ － ５ － 13  

   富 山 丸 の 内 合 同 庁 舎  

 (1)  石 川 県  

  (2) 北 陸 財 務 局 会 計 課 経 理 係  

  (3) 〒 921 － 8508 金 沢 市 新 神 田 ４ － ３ － 10  

   金 沢 新 神 田 合 同 庁 舎  

 (1)  福 井 県  

  (2) 福 井 財 務 事 務 所 総 務 課 経 理 係  

  (3) 〒 910 － 8519 福 井 市 春 山 １ － １ － 54  
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       福 井 春 山 合 同 庁 舎  

 

５  東 海 地 区 （ 東 海 財 務 局 管 轄 区 域 ）  

 (1)  岐 阜 県  

  (2) 岐 阜 財 務 事 務 所 管 財 課  

  (3) 〒 500 － 8716 岐 阜 市 金 竜 町 ５ － 13  

   岐 阜 合 同 庁 舎  

 (1)  静 岡 県  

  (2) 静 岡 財 務 事 務 所 管 財 課  

  (3) 〒 420 － 8636 静 岡 市 葵 区 追 手 町 ９ － 50  

   静 岡 地 方 合 同 庁 舎  

  (2) 静 岡 財 務 事 務 所 沼 津 出 張 所 管 財 課  

  (3) 〒 410 － 0831 沼 津 市 市 場 町 ９ － １  

   沼 津 合 同 庁 舎  

 (1)  愛 知 県  

  (2) 東 海 財 務 局 管 財 部 統 括 国 有 財 産 管 理 官 （ 第

３ 統 括 部 門 ）  

  (3) 〒 460 － 8521 名 古 屋 市 中 区 三 の 丸 ３ － ３ － １  

 (1)  三 重 県  

  (2) 津 財 務 事 務 所 管 財 課  

  (3) 〒 514 － 8560 津 市 桜 橋 ２ － 129 

 

６  近 畿 地 区 （ 近 畿 財 務 局 管 轄 区 域 ）  

 (1)  滋 賀 県  

  (2) 大 津 財 務 事 務 所 管 財 課  

  (3) 〒 520 － 0044 大 津 市 京 町 ３ － １ － １  

大 津 び わ 湖 合 同 庁 舎  

 (1)  京 都 府  

  (2) 京 都 財 務 事 務 所 管 財 課  

  (3) 〒 606 － 8395 京 都 市 左 京 区 丸 太 町 川 端 東 入 ル  

東 丸 太 町 34 － 12  

京 都 第 ２ 地 方 合 同 庁 舎  
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  (2) 京 都 財 務 事 務 所 舞 鶴 出 張 所 統 括 国 有 財 産 管  

   理 官  

  (3) 〒 625 － 0036 舞 鶴 市 字 浜 ３ － １  

 (1)  大 阪 府  

(2) 近 畿 財 務 局 管 財 部 管 財 総 括 第 三 課 契 約 班  

  (3) 〒 540 － 8550 大 阪 市 中 央 区 大 手 前 ４ － １ － 76  

       大 阪 合 同 庁 舎 第 ４ 号 館  

 (1)  兵 庫 県  

  (2) 神 戸 財 務 事 務 所 管 財 課  

  (3) 〒 650 － 0024 神 戸 市 中 央 区 海 岸 通 29  

     神 戸 地 方 合 同 庁 舎  

 (1)  奈 良 県  

  (2) 奈 良 財 務 事 務 所 管 財 課  

  (3) 〒 630 － 8213 奈 良 市 登 大 路 町 81  

   奈 良 合 同 庁 舎  

 (1)  和 歌 山 県  

  (2) 和 歌 山 財 務 事 務 所 管 財 課  

  (3) 〒 640 － 8143 和 歌 山 市 ２ 番 丁 ３  

 和 歌 山 地 方 合 同 庁 舎  

 

７  中 国 地 区 （ 中 国 財 務 局 管 轄 区 域 ）  

 (1)  鳥 取 県  

  (2) 鳥 取 財 務 事 務 所 管 財 課  

  (3) 〒 680 － 0845 鳥 取 市 富 安 ２ － 89 － ４  

   鳥 取 第 １ 地 方 合 同 庁 舎  

 (1)  島 根 県  

  (2) 松 江 財 務 事 務 所 管 財 課  

  (3) 〒 690 － 0841 松 江 市 向 島 町 134 － 10  

   松 江 地 方 合 同 庁 舎  

 (1)  岡 山 県  

  (2) 岡 山 財 務 事 務 所 管 財 課  

  (3) 〒 700 － 8555 岡 山 市 北 区 桑 田 町 １ － 36  
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   岡 山 地 方 合 同 庁 舎  

  (2) 岡 山 財 務 事 務 所 倉 敷 出 張 所 管 財 課  

  (3) 〒 712 － 8062 倉 敷 市 水 島 北 幸 町 ２ － ２  

 (1)  広 島 県  

  (2) 中 国 財 務 局 管 財 部 統 括 国 有 財 産 管 理 官 （ 第

三 部 門 ）  

  (3) 〒 730 － 8520 広 島 市 中 区 上 八 丁 堀 ６ － 30  

   広 島 合 同 庁 舎 ４ 号 館  

  (2) 中 国 財 務 局 呉 出 張 所 管 財 課  

  (3) 〒 737 － 0051 呉 市 中 央 ３ － ９ － 15  

   呉 地 方 合 同 庁 舎  

 (1)  山 口 県  

  (2) 山 口 財 務 事 務 所 管 財 課  

  (3) 〒 753 － 8526 山 口 市 中 河 原 町 ６ － 16  

   山 口 地 方 合 同 庁 舎 １ 号 館  

  (2) 山 口 財 務 事 務 所 下 関 出 張 所 管 財 課  

  (3) 〒 750 － 0025 下 関 市 竹 崎 町 ４ － ６ － １  

   下 関 地 方 合 同 庁 舎  

 

８  四 国 地 区 （ 四 国 財 務 局 管 轄 区 域 ）  

 (1)  徳 島 県  

  (2) 徳 島 財 務 事 務 所 総 務 課 経 理 係  

  (3) 〒 770 － 0941 徳 島 市 万 代 町 ３ － ５  

   徳 島 第 ２ 地 方 合 同 庁 舎  

 (1)  香 川 県  

  (2) 四 国 財 務 局 総 務 部 会 計 課  

  (3) 〒 760 － 8550 高 松 市 サ ン ポ ー ト ３ 番 33 号  

 高 松 サ ン ポ ー ト 合 同 庁 舎 （ 南 館 ）  

 (1)  愛 媛 県  

  (2) 松 山 財 務 事 務 所 総 務 課 経 理 係  

  (3) 〒 790 － 0808 松 山 市 若 草 町 ４ － ３  

   松 山 若 草 合 同 庁 舎  
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 (1)  高 知 県  

  (2) 高 知 財 務 事 務 所 総 務 課 経 理 係  

  (3) 〒 780 － 0061 高 知 市 栄 田 町 ２ － ２ － 10  

高 知 よ さ こ い 咲 都 合 同 庁 舎  

 

９  北 九 州 地 区 （ 福 岡 財 務 支 局 管 轄 区 域 ）  

 (1)  福 岡 県  

  (2) 福 岡 財 務 支 局 管 財 部 管 財 総 括 第 二 課  

  (3) 〒 812 － 0013 福 岡 市 博 多 区 博 多 駅 東 ２ － 11 －

1  

       福 岡 合 同 庁 舎  

  (2) 福 岡 財 務 支 局 小 倉 出 張 所 管 財 課 総 務 係  

  (3) 〒 803 － 0813 北 九 州 市 小 倉 北 区 城 内 ５ － １  

   小 倉 合 同 庁 舎  

 (1)  佐 賀 県  

  (2) 佐 賀 財 務 事 務 所 総 務 課 経 理 係  

  (3) 〒 840 － 0801 佐 賀 市 駅 前 中 央 ３ － ３ － 20  

   佐 賀 第 ２ 合 同 庁 舎  

 (1)  長 崎 県  

  (2) 長 崎 財 務 事 務 所 総 務 課 経 理 係  

  (3) 〒 850 － 0052 長 崎 市 筑 後 町 ３ － 24  

  (2) 長 崎 財 務 事 務 所 佐 世 保 出 張 所 管 財 課 総 務 係  

  (3) 〒 857 － 0041 佐 世 保 市 木 場 田 町 ２ － 19  

   佐 世 保 合 同 庁 舎  

 

10  南 九 州 地 区 （ 九 州 財 務 局 の 管 轄 区 域 の う ち 、  

福 岡 財 務 支 局 の 管 轄 区 域 を 除 い た 区 域 ）  

 (1)  熊 本 県  

  (2) 九 州 財 務 局 管 財 部 第 三 統 括 国 有 財 産 管 理 官  

  (3) 〒 860 － 8585 熊 本 市 西 区 春 日 ２ － 10 － １  

   熊 本 地 方 合 同 庁 舎 Ａ 棟  

 (1)  大 分 県  
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  (2) 大 分 財 務 事 務 所 管 財 課  

  (3) 〒 870 － 0016 大 分 市 新 川 町 ２ － １ － 36  

   大 分 合 同 庁 舎  

 (1)  宮 崎 県  

  (2) 宮 崎 財 務 事 務 所 管 財 課  

  (3) 〒 880 － 0805 宮 崎 市 橘 通 東 ３ － １ － 22  

   宮 崎 合 同 庁 舎  

 (1)  鹿 児 島 県  

  (2) 鹿 児 島 財 務 事 務 所 管 財 課  

  (3) 〒 892 － 0816 鹿 児 島 市 山 下 町 13 － 21  

   鹿 児 島 合 同 庁 舎  

  (2) 鹿 児 島 財 務 事 務 所 名 瀬 出 張 所 統 括 国 有 財 産  

   管 理 官  

  (3) 〒 894 － 0036 奄 美 市 名 瀬 長 浜 町 １ － １  

   名 瀬 合 同 庁 舎  

 

別 記 ３   業 種 別 等 級 区 分 及 び 予 定 価 格 の 範 囲  

〔 掲 載 順 序  業 種 の 区 分  (1) 付 与 数 値 ： 等 級

(2) 予 定 価 格 の 範 囲 〕  

１  建 設 工 事 （ 総 合 建 設 工 事 ）  

(1)   1,250 以 上       ： Ａ  

1,100 以 上   1,250 未 満 ： Ｂ  

850 以 上   1,100 未 満 ： Ｃ  

          850 未 満 ： Ｄ  

 (2)  Ａ ： 72,000 万 円 以 上  

Ｂ ： 30,000 万 円 以 上   72,000 万 円 未 満  

Ｃ ： 6,000 万 円 以 上   30,000 万 円 未 満  

Ｄ ：          6,000 万 円 未 満  

２  建 設 工 事 （ 総 合 建 設 工 事 以 外 の 工 事 ）  

(1)  900 以 上         ： Ａ  

700 以 上  900 未 満 ： Ｂ  

700 未 満 ： Ｃ  
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(2)  Ａ ： 1,500 万 円 以 上  

Ｂ ：   500 万 円 以 上  1,500 万 円 未 満  

Ｃ ：          500 万 円 未 満  

３  測 量 ・ 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 等  

(1)  145 以 上     ： Ａ  

85 以 上  145 未 満 ： Ｂ  

30 以 上    85 未 満 ： Ｃ  

 (2)  Ａ ： 1,000 万 円 以 上  

   Ｂ ：   350 万 円 以 上   1,000 万 円 未 満  

Ｃ ：           350 万 円 未 満  

 

別 記 ４  送 付 先  

  測 量 ・ 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 等 業 務 イ ン タ ー ネ

ッ ト 一 元 受 付 ヘ ル プ デ ス ク  

〒 812-0013  福 岡 県 福 岡 市 博 多 区 博 多 駅 東 ３ － ３ －

３  新 比 恵 ビ ル ３ 階  測 量 ・ 建 設 コ ン サ ル タ

ン ト 等 業 務 一 元 受 付 ヘ ル プ デ ス ク あ て  

電 話 番 号  092-402-1958  

 

別 記 ５  送 付 先  

  建 設 工 事 イ ン タ ー ネ ッ ト 一 元 受 付 ヘ ル プ デ ス  

  ク  

  フ ァ ク シ ミ リ 番 号  052-307-5970  


